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地域環境課地域環境課地域環境課地域環境課    

 

地域環境課では、浄化槽･温泉･自然公園に係る許可･届出等の審査、鳥獣保護等の業務を所掌し、

快適な生活環境の確保等に努めている。また、平成２１年度からは、地域連携強化事業として地球

温暖化対策、３Ｒの推進及び自然共生の３分野に係る啓発事業について新たな取り組みを行ってい

る。 

なお、平成２４年度から「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」における鳥獣保護と狩猟

関係業務が分離され、当課においては、鳥獣保護業務のみを担当することとなっている。 

 

 

１ 浄化槽の整備 

公共用水域の水質汚濁の主な原因となっているのは生活排水である。 

管内では、公共下水道が整備されている区域は一部であるため、生活排水対策として合併浄化

槽の整備を推進している。このため、浄化槽の設置についての届出の審査及び受理、維持管理に

関する指導・啓発を行っている。 

 

浄化槽設置状況 

平成２３年度末設置基数 
 

平成２３年度 

設置届出 

（合併浄化槽） 合併 単独 

柳 川 市   ４０９  ８，８２７  ３，３００ 

八 女 市   ２４４  ６，３３７  ３，８９２ 

筑 後 市   １９０  ４，５７９  ２，９６０ 

大 川 市   １０８  ２，５２０  ３，７６５ 

みやま市   １６０  ４，６６５  １，０１７ 

大 木 町   １４９  ２，４９９    ８４３ 

広 川 町    ９３  ２，３６６    ５７８ 

計 １，３５３ ３１，７９３ １６，３５５ 

 

 

２ 温泉 

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、

その適正な利用を図ることを目的として定められている。 

当所では、法に基づき土地の掘削、動力装置の設置、温泉の採取等の申請に基づく許可や届出

の審査及び監視指導業務を行っている。 
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         管内温泉源泉状況  （平成２４年３月３１日現在） 

利用目的 
 源泉数 

浴用 飲用 

柳 川 市  ６  ８ １ 

八 女 市  ７  ７  

筑 後 市  ２  ３ １ 

大 川 市  ５  ６  

みやま市  ２  １ １ 

大 木 町  １  １  

合 計 ２３ ２６ ３ 

※ 源泉は休止中のものを除いた数 

 

 

３ 自然公園 

管内には、福岡県立自然公園条例に基づき矢部川及び筑後川県立自然公園が指定されている。 

自然公園内で工作物の設置、土地の形状変更等を行う場合は、許可または届出が必要であり、

条例に基づく許可、届出の受理及び監視指導業務を行っている。 

 

管内県立自然公園の指定状況 

保護規制区分別面積（ｈａ） 
公 園 名 

指定面積 

（ｈａ） 特別保護 特別地域 普通地域 

指 定 

年月日 

矢部川県立 

自然公園 
１７，６３９ － ９１０ １６，７２９ 

S25. 5.13 

H 3. 5.15 

筑後川県立 

自然公園 
２，３６０ － ７４ ２，２８６ 

S25. 5.13 

H 4. 5.13 

 

 

４ 啓発事業 

  地域連携強化事業として「地球温暖化対策」、「３R推進」、「自然共生」の三分野について新た

な啓発事業を行うため、それぞれに協議会を設置し、取り組みを行っている。 

・地球温暖化対策  エコファミリー等の普及、各種イベントへの参加による環境啓発 

・３Ｒ推進     事業場への訪問指導を行うことによりごみ減量の推進 

・自然共生     水辺教室等の実施、各種情報収集・提供 
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５ 鳥獣保護 

（１）傷病鳥獣を保護し、野生復帰を図るため傷病野生鳥獣医療所を設置している。 

   施設名（委託先）：大牟田市動物園（大牟田市昭和町１６３） 

 

（２）愛鳥週間 

  ・愛鳥週間行事の一環として、毎年愛鳥週間用ポスターの募集を行っている。 

・（社）福岡県猟友会から「実のなる木」の贈呈を受け、管内の小中学校等に配付している。 

 

 

６ その他 

  そ族昆虫類に関する相談を受け、昆虫の簡易な同定や資料の提供等を行っている。 


